
伊勢崎市部設置条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４４号 

伊勢崎市部設置条例等の一部を改正する条例 

（伊勢崎市部設置条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市部設置条例（平成１７年伊勢崎市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

第１条中第１３号を第１４号とし、第１号から第１２号までを１号ずつ繰

り下げ、同条に第１号として次の１号を加える。 

⑴ 市長戦略部 

第２条中第１３号を第１４号とし、第３号から第１２号までを１号ずつ繰

り下げ、同条第２号ア中「総合企画及び調整」を「経営企画」に改め、同号

オ中「広報広聴」の次に「及びシティプロモーション」を加え、同号を同条

第３号とし、同条第１号中アを削り、イをアとし、ウからキまでをイからカ

までとし、同号を同条第２号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑴ 市長戦略部 

ア 秘書に関する事項 

イ 重要政策の戦略的推進に関する事項 

ウ 官民連携手法の推進及び財産の利活用に関する事項 

（伊勢崎市総合計画審議会条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市総合計画審議会条例（平成１７年伊勢崎市条例第２０号）の

一部を次のように改正する。 

第８条中「企画調整課」を「経営企画課」に改める。 

（伊勢崎市国民保護協議会条例の一部改正） 

第３条 伊勢崎市国民保護協議会条例（平成１８年伊勢崎市条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１項中「５５人」を「５６人」に改める。 



附 則 

 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４５号 

伊勢崎市手数料条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第８０号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第３の６許可申請等手数料の部の表４５の項中「第１３７条の１２第６

項」を「第１３７条の１２第１１項」に改め、同表４６の項中「第１３７条の

１２第７項」を「第１３７条の１２第１２項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４６号 

伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関する条例（平成３０年伊勢崎市条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び市民の安全」を削る。 



第２条第３号中「小規模特定事業」を「小規模埋立等事業」に改め、「行う

区域」の次に「（以下「埋立等区域」という。）」を加え、「当該区域」を「当該

埋立等区域」に改め、同条第４号中「小規模特定事業」を「小規模埋立等事業」

に改める。 

第４条中「行ってはならず、及び災害の発生の防止のために必要な措置を講

じなければならない」を「行ってはならない」に改める。 

第６条第１項中「生じ、及び災害が発生する」を「生じる」に改め、同条第

２項中「及び災害の発生」を削る。 

第７条第２項を削る。 

第８条を削る。 

第９条を次のように改め、同条を第８条とする。 

（小規模埋立等事業に係る土砂等の搬入計画の届出） 

第９条 小規模埋立等事業を行おうとする事業者は、埋立等区域ごとに、土砂

等の搬入を開始しようとする日の３０日前までに市長に土砂等の搬入計画（

以下「搬入計画」という。）を届け出なければならない。ただし、次に掲げ

る土砂等の埋立て等については、この限りでない。 

⑴ 埋立等区域において、当該区域から排出され、又は採取された土砂等の

みによる埋立て等 

⑵ 国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国等」という。）が行

う土砂等の埋立て等（委託又は請負により行う土砂等の埋立て等を含む。） 

⑶ 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定による許可その他

の処分による土砂等の埋立て等であって規則で定めるもの 

⑷ この条例若しくは法令等又はこれらに基づく命令その他の処分による義

務の履行に伴う土砂等の埋立て等 

⑸ 一時仮置き事業であって、市長に届け出たもの 

⑹ その他無秩序な土砂等の埋立て等のおそれがないものとして規則で定め

る土砂等の埋立て等 

２ 前項の搬入計画を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出

書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 氏名及び住所（法人にあっては、名称、主たる事務所又は事業所（以下



「事務所等」という。）の所在地及びその代表者の氏名） 

⑵ 土砂等の埋立て等の目的 

⑶ 埋立等区域の位置及び面積 

⑷ 小規模埋立等事業を行う期間 

⑸ 埋立等区域に搬入する土砂等の数量 

⑹ 埋立等区域の周辺の地域の土壌の汚染の防止に関する計画 

３ 前項の届出書には、埋立等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書

類を添付しなければならない。 

第１０条を削る。 

第１１条を次のように改め、同条を第９条とする。 

（土砂等の搬入計画の変更の届出） 

第１１条 第８条第１項の搬入計画の届出をした者は、同条第２項第２号から

第６号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項を変更しよう

とする日の１０日前までにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、

規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 第８条第１項の搬入計画の届出をした者は、同条第２項第１号に掲げる事

項の変更又は前項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、規則で定

めるところにより、当該変更のあった日から１４日以内にその旨を市長に届

け出なければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、第８条第１項の搬入計画の届出をした者につい

て相続、合併又は分割があったことにより同条第２項第１号に掲げる事項を

変更しようとするときは、相続人（相続人が２人以上ある場合において、そ

の全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後

存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該届出に係

る埋立等事業の全部を承継した法人は、規則で定めるところにより、当該相

続、合併又は分割があった日から３０日以内に市長にその旨を届け出なけれ

ばならない。 

第１２条第１項中「許可等を受けた」を「第８条第１項又は前条の規定によ

る届出（以下「搬入計画の届出等」という。）をした」に改め、「（以下「許可

事業者」という。）」を削り、「許可等を受けた小規模特定事業区域」を「搬入



計画の届出等をした埋立等区域」に改め、同項ただし書中「及び災害の発生」

を削り、同条第２項第１号中「小規模特定事業区域」を「埋立等区域」に、「

基準に該当する」を「基準（以下この条において「性状基準」という。）に適

合している」に改め、同項第２号中「小規模特定事業区域」を「埋立等区域」

に改め、同条第３項中「許可事業者」を「搬入計画の届出等をした事業者」に

改め、同項第２号中「性状が規則で定める基準」を「性状基準」に改め、同条

を第１０条とする。 

第１３条の見出しを「（小規模埋立等事業の完了等の届出）」に改め、同条第

１項中「許可事業者」を「搬入計画の届出等をした事業者」に改め、同項第１

号中「許可等を受けた小規模特定事業」を「搬入計画に係る小規模埋立等事業」

に改め、同項第２号中「小規模特定事業」を「小規模埋立等事業」に改め、同

条第２項から第４項までを削り、同条を第１１条とする。 

第１４条から第１９条までを削る。 

第２０条第１項中「許可事業者」を「搬入計画の届出等をした事業者」に、

「小規模特定事業区域」を「埋立等区域」に改め、同条第２項中「許可事業者」

を「搬入計画の届出等をした事業者」に、「小規模特定事業」を「小規模埋立

等事業」に改め、「、又は小規模特定事業の許可等を取り消されたとき」を削

り、同条を第１２条とする。 

第２１条第２項中「許可事業者」を「搬入計画の届出等をした事業者」に、

「許可等に係る小規模特定事業区域」を「搬入計画に係る埋立等区域」に改め、

同条を第１３条とする。 

第２２条中「第２０条第１項」を「第１２条第１項」に、「第２０条及び」

を「第１２条及び」に、「小規模特定事業区域」を「埋立等区域」に改め、同

条を第１４条とする。 

第２３条を次のように改め、同条を第１５条とする。 

（書類の備置き等） 

第２３条 搬入計画の届出等をした事業者は、搬入計画を届け出た日から当該

届出等に係る小規模埋立等事業を完了し、又は廃止した日まで、規則で定め

る書類及び図面を当該届出等に係る埋立等区域又は搬入計画の届出等をした

事業者の最寄りの事務所等に備え置き、当該小規模埋立等事業に関し土壌の



汚染の防止に係る利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければなら

ない。 

２ 搬入計画の届出等をした事業者は、届出等に係る小規模埋立等事業を完了

し、又は廃止した日から５年間、前項に規定する書類及び図面を保存しなけ

ればならない。 

第２４条及び第２５条を削る。 

第２６条第１号及び第２号を削り、同条第３号中「第９条第１項」を「第８

条第１項」に、「許可を受けていない」を「届出をしていない」に、「小規模特

定事業」を「小規模埋立等事業」に改め、同号を同条第１号とし、同条第４号

中「第９条第１項第５号」を「第８条第１項第５号」に改め、同号を同条第２

号とし、同条第５号から第７号までを削り、同条第８号中「許可事業者」を「

搬入計画の届出等をした事業者」に、「第１２条第１項又は第１４条第２項」

を「第１０条第１項」に改め、同号を同条第３号とし、同条第９号から第１１

号までを削り、同条第１２号中「許可事業者」を「搬入計画の届出等をした事

業者」に、「第２０条第１項」を「第１２条第１項」に、「第２１条第１項」を

「第１３条第１項」に改め、同号を同条第４号とし、同条第１３号中「許可事

業者」を「搬入計画の届出等をした事業者」に、「第２２条」を「第１４条」

に、「第２０条第１項」を「第１２条第１項」に、「第２１条第１項」を「第１

３条第１項」に改め、同号を同条第５号とし、同条第１４号中「許可事業者」

を「搬入計画の届出等をした事業者」に、「第２３条第１項」を「第１５条第

１項」に改め、同号を同条第６号とし、同条第１５号を削り、同条第１６号中

「第３０条」を「第１９条」に、「許可事業者等」を「搬入計画の届出等をし

た事業者等」に、「第３１条第１項」を「第２０条第１項」に改め、同号を同

条第７号とし、同条第１７号中「第３０条」を「第１９条」に、「許可事業者

等」を「搬入計画の届出等をした事業者等」に、「第３１条第２項」を「第２

０条第２項」に改め、同号を同条第８号とし、同条を第１６条とし、第２７条

を第１７条とする。 

第２８条を削る。 

第２９条を次のように改め、同条を第１８条とする。 

（措置命令等） 



第２９条 市長は、第８条第１項又は第９条第１項の規定に違反して小規模埋

立等事業を行い、又は行った者に対し、土砂等による土壌の汚染の発生を防

止するため、期間を定めて、当該小規模埋立等事業を停止し、又は必要な措

置を命じることができる。 

第３０条中「又は災害の発生」を削り、「許可事業者等」を「搬入計画の届

出等をした事業者等」に改め、同条を第１９条とする。 

第３１条第１項中「許可事業者等」を「搬入計画の届出等をした事業者等」

に改め、同条第２項中「土砂等の埋立て等を行う区域の許可事業者等」を「埋

立等区域の搬入計画の届出等をした事業者等」に改め、「帳簿、」を削り、同条

を第２０条とし、第３２条を第２１条とする。 

第３３条を削り、第３４条を第２２条とする。 

第３５条中「次の各号のいずれかに該当する」を「第１８条の規定による命

令に違反した」に改め、同条各号を削り、同条を第２３条とする。 

第３６条中「第７条第２項、第８条第２項、第１２条第３項又は第２７条」

を「第１０条第３項又は第１７条」に改め、同条を第２４条とする。 

第３７条第１号中「第１２条第１項本文又は第１４条第２項」を「第８条第

１項本文、第９条第１項本文若しくは第３項又は第１０条第１項本文」に改め、

同条第２号を削り、同条第３号中「第１９条第２項、第２１条第１項」を「第

１３条第１項」に、「第２２条」を「第１４条」に、「第２１条第１項」を「第

１３条第１項」に改め、同号を同条第２号とし、同条第４号中「第３１条第１

項」を「第２０条第１項」に改め、同号を同条第３号とし、同条第５号中「第

３１条第２項」を「第２０条第２項」に改め、同号を同条第４号とし、同条を

第２５条とする。 

第３８条第１号中「第１１条第４項又は第１３条第１項」を「第９条第２項

又は第１１条」に改め、同条第２号中「第２３条第２項」を「第１５条第２項」

に改め、同条を第２６条とする。 

第３９条中「第３５条から第３８条まで」を「第２３条から第２６条まで」

に改め、同条を第２７条とする。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の伊勢崎市土砂等の埋立て等の規制に関す

る条例（以下「旧条例」という。）第９条第１項又は第１１条第１項の規定

により受けている許可については、当該許可に係る小規模特定事業を完了し、

若しくは廃止するまで又は当該許可を受けた期間が満了する日（この条例の

施行の日以後に期間の変更の許可を受けた場合は、その期間が満了する日）

までの間は、なおその効力を有するものとし、当該許可に係る小規模特定事

業に関する旧条例の規定（第１１条第１項（宅地造成及び特定盛土等規制法

（昭和３６年法律第１９１号）第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を

要する変更の場合に限る。）及び第２９条第１項の規定を除く。）の適用につ

いては、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

３ この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４７号 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

伊勢崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年伊勢崎市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め

る。 



第１８条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

健康診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条

又は第１３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項

において「健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断

等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認め

られるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げ

る健康診断等の結果を把握しなければならない。 

 

児童相談所等における乳児又は幼児

（以下「乳幼児」という。）の利用

開始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断 

乳幼児に対する健康診査 利用乳幼児に対する利用開始時の健

康診断、定期の健康診断又は臨時の

健康診断 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例及び伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 

伊勢崎市条例第４８号 

伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例及び伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す



る基準を定める条例の一部を改正する条例 

（伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（平成２６年伊勢崎市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保

連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こど

も園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員に

あっては、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第２８条第２項において

準用する認定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

（伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第２条 伊勢崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和７年伊勢崎市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める。 

第２３条第１項中「（国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）

第１２条の５第５項に規定する事業実施区域内にある一般型乳児等通園支援

事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限

定保育士。以下この条において同じ。）」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 伊勢崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

 



 伊勢崎市条例第４９号 

伊勢崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改

正する条例 

伊勢崎市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（平成１７年伊

勢崎市条例第２４９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「既存集落」の次に「のうち、市長が指定する土地の区域」

を加え、同条に次の３項を加える。 

２ 市長は、前項第１号の規定により土地の区域を指定しようとするときは、

あらかじめ、伊勢崎市都市計画審議会（伊勢崎市都市計画審議会条例（平成

１７年伊勢崎市条例第１７４号）第１条に規定する審議会をいう。）の意見

を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項第１号の規定により土地の区域を指定したときは、その旨

を告示しなければならない。 

４ 前２項の規定は、第１項第１号の規定により指定した土地の区域の変更及

び廃止について準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３４

条第１１号の規定により同法第２９条、第３５条の２第１項、第４２条第１

項ただし書又は第４３条第１項の規定による許可を受け、この条例による改

正後の第３条第１項第１号に規定する市長が指定する土地の区域の区域外と

なる土地の区域については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日前に都市計画法第２９条、第３５条の２第１項、第４

２条第１項ただし書又は第４３条第１項の規定によりされた許可の申請であ

って、この条例の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係

る許可の基準については、この条例による改正後の第３条の規定にかかわら

ず、なお従前の例による。 

 



 

 伊勢崎市水道料金等審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月１９日 

 

伊勢崎市長 臂   泰 雄   

伊勢崎市条例第５０号 

伊勢崎市水道料金等審議会条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市水道料金等審議会条例（平成１７年伊勢崎市条例第１９３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条第２項中第３号を削り、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を

加える。 

⑷ 群馬伊勢崎商工会を代表する者 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


